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議案第６３号  

徳島市附属機関設置条例の一部を改正する条例を定めるについて 

徳島市附属機関設置条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月６日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市附属機関設置条例の一部を改正する条例 

 徳島市附属機関設置条例（昭和２８年徳島市条例第５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１条の見出しを「（目的）」に改め，同条中「定が」を「定めが」に，「

基く」を「基づく」に改める。 

 第２条の表中「事項」を「事務」に，「同規程」を「同令」に改める。 

 第３条の表を次のように改める。 

名称 担任する事務 

徳島市立学校適正規模・適正

配置等検討委員会 

徳島市立小学校及び中学校の適正規模，適

正配置及び通学区域並びに教育環境の整備

に係る必要な事項についての調査及び審議

に関する事務 

徳島市奨学生選考委員会 奨学金の貸付を受ける者の選定等について

の審議に関する事務 

徳島市文化財保護審議会 文化財の指定，保存及び活用に関する専門

的及び技術的な事項の調査及び審議に関す

る事務 

徳島市教育支援委員会 障害のある幼児，児童及び生徒の適切な就

園及び就学並びにその後の一貫した支援に

係る必要な事項についての調査及び審議に

関する事務 
 

附則ただし書を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。 
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（非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４３年徳島

市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

  別表第２を次のように改める。

 別表第２（第２条関係） 

  附属機関の委員の報酬額表 

区分 種別 報酬額 

徳島市都市計画審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市景観審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市名誉市民推薦審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市情報公開・個人情報保護審査会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市行政不服審査会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市プロポーザル方式による事業者選定審

査会の委員 

日額 ７，３５０円 

公務災害補償等認定委員会の委員 日額 ７，３５０円 

公務災害補償等審査会の委員 日額 ７，３５０円 

公務災害見舞金審査委員会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市職員の失職の例外措置に関する審査委

員会の委員 

日額 ７，３５０円 

徳島市職員懲戒審査委員会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市特別職議員報酬等審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市職員倫理審査会の委員 日額 ７，３５０円 

指定候補者選定委員会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市人権擁護施策推進審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市住居表示整備審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市交通安全対策会議の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市放置自転車対策審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市スポーツ推進審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市民生委員推薦会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市保健衛生審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市国民健康保険運営協議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市介護認定審査会の委員 日額 １７，４００円 

徳島市障害支援区分審査会の委員 日額 １７，４００円 

徳島市子ども・子育て会議の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市中小企業振興対策委員会の委員 日額 ７，３５０円 
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徳島市立食肉センター運営協議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市中央卸売市場開設運営協議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市建築審査会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市緑化審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市防災会議の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市国民保護協議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市立学校適正規模・適正配置等検討委員

会の委員 

日額 ７，３５０円 

徳島市奨学生選考委員会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市青少年問題協議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市文化財保護審議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市立図書館協議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市立徳島城博物館協議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市立考古資料館協議会の委員 日額 ７，３５０円 

徳島市教育支援委員会の委員 日額 ７，３５０円 
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議案第６４号 

徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律施行条例の一部を改正する条例を定めるについて 

徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律施行条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月６日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律施行条例の一部を改正する条例 

徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律施行条例（平成２７年徳島市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

別表第２の１の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め，

同表の１３の項中「又は特例給付（同法附則第２条第１項に規定する給付をい

う。）」を削り，同表の１９の項中「若しくは特例給付」を削る。 

附 則 

この条例は，令和６年１０月１日から施行する。 
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議案第６５号  

徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関す

る条例の一部を改正する条例を定めるについて 

徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例の一

部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月６日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例

の一部を改正する条例 

徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例（令

和４年徳島市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「以下「法」を「次条において「法」に改める。 

第２条第１号ア中「令和６年３月３１日」を「令和８年３月３１日」に，「

以下この号に」を「イに」に改める。 

附則第１項の前の見出しを削る。 

附則第２項を削り，附則第１項の項番号を削る。 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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議案第６６号  

徳島市立保育所条例等の一部を改正する条例を定めるについて 

徳島市立保育所条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月６日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市立保育所条例等の一部を改正する条例 

（徳島市立保育所条例の一部改正） 

第１条 徳島市立保育所条例（昭和３９年徳島市条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。 

第７条を次のように改める。 

（保育停止又は退所） 

第７条 市長は，乳児又は幼児が感染症にかかっているときその他保育所の

管理上必要があると認める場合は，当該乳児又は幼児の保育を停止するこ

とができる。 

２ 市長は，保育所の管理上特に必要があると認める場合は，退所の処分を

することができる。 

別表の徳島市立富田保育所の項及び徳島市立昭和保育所の項を削る。 

（徳島市立幼稚園条例の一部改正） 

第２条 徳島市立幼稚園条例（昭和３９年徳島市条例第４９号）の一部を次の

ように改正する。 

別表の徳島市立富田幼稚園の項を削る。 

（徳島市立認定こども園条例の一部改正） 

第３条 徳島市立認定こども園条例（平成２９年徳島市条例第２３号）の一部

を次のように改正する。 
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第１１条の見出しを「（登園停止又は退園）」に改め，同条第１項を次の

ように改める。 

市長は，法第２７条において準用する学校保健安全法（昭和３３年法律

第５６号）第１９条の規定により感染症にかかっている園児等の登園を停

止させる場合のほか，認定こども園の管理上必要があると認める場合は，

登園の停止を命ずることができる。 

第１１条第２項中「とき」を「場合」に改める。

別表中 

「     

 
徳島市立勝占認定こど

も園 

徳島市勝占町中須１５５番地

の２ 

１２０人 
 を 

    」 

「     

 
徳島市立富田認定こど

も園 

徳島市富田橋２丁目２８番地 １２０人 
 

に 

 
徳島市立勝占認定こど

も園 

徳島市勝占町中須１５５番地

の２ 

１２０人 
 

    」 

改める。 

附 則 

 この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

- 7 -



 

 

議案第６７号 

徳島市国民健康保険条例の一部を改正する条例を定めるについて 

徳島市国民健康保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和６年９月６日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

徳島市国民健康保険条例（昭和３８年徳島市条例第４２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２７条中「第９項」を「第５項」に，「，若しくは」を「，又は」に改め，

「又は同条第３項若しくは第４項の規定により被保険者証の返還を求められて

これに応じない場合」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和６年１２月２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行

に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令（令和６年政令第２６０

号）第９条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同日

以後にした行為に対する罰則の適用については，なお従前の例による。 
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議案第６８号  

徳島市公民館条例及び徳島市地区コミュニティセンター条例の一

部を改正する条例を定めるについて 

徳島市公民館条例及び徳島市地区コミュニティセンター条例の一部を改正す

る条例を次のように定める。 

令和６年９月６日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市公民館条例及び徳島市地区コミュニティセンター条例の一部を改

正する条例 

（徳島市公民館条例の一部改正） 

第１条 徳島市公民館条例（昭和３９年徳島市条例第５０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

別表の徳島市住吉・城東公民館の項及び徳島市応神公民館の項を削る。 

（徳島市地区コミュニティセンター条例の一部改正） 

第２条 徳島市地区コミュニティセンター条例（昭和５０年徳島市条例第５４

号）の一部を次のように改正する。 

別表第１の徳島市上八万コミュニティセンターの項及び徳島市一宮コミュ

ニティセンターの項を削り，同表の徳島市入田コミュニティセンターの項の

次に次のように加える。

 徳島市上八万コミュニティセンター 徳島市上八万町樋口６１番地 
 徳島市一宮コミュニティセンター 徳島市一宮町東丁２３４番地の２ 

別表第２の徳島市渭東コミュニティセンターの項の次に次のように加える。

 徳島市住吉・城東コミュニティセンター   

別表第２中
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「   
 徳島市上八万コミュニティセンター  
 徳島市一宮コミュニティセンター  を 
 徳島市入田コミュニティセンター  
  」 
「   
 徳島市入田コミュニティセンター 

 に改める。 
 徳島市上八万コミュニティセンター 
 徳島市一宮コミュニティセンター 
 徳島市応神コミュニティセンター 
  」 

附 則 

この条例は，令和７年４月１日から施行する。 
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議案第６９号  

徳島市新型コロナウイルス感染症対策条例を廃止する条例を定め 

るについて 

徳島市新型コロナウイルス感染症対策条例を廃止する条例を次のように定め

る。 

令和６年９月６日提出 

徳島市長  遠 藤 彰 良  

 

徳島市新型コロナウイルス感染症対策条例を廃止する条例 

徳島市新型コロナウイルス感染症対策条例（令和３年徳島市条例第３９号）

は，廃止する。 

附 則 

 この条例は，公布の日から施行する。 
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